
ユニット型介護老人福祉施設「わたしの家 府中」料金表 

〔令和 7 年 5 月 1 日版〕 

 
＊ 入居者が支払う基本料金は厚生労働大臣が定める介護給付費の1割～3割とします。

(負担割合は市区町村から交付される「介護保険負担割合証」をご確認ください。) 

＊ 基本料金の計算方法は１ヵ月の合計利用単位数に地域区分『３級地』の 10.68 円を

掛けますので合計金額では 1 日分の料金計算と若干の誤差が生じることがあります。 

 

1. 基本料金(ユニット型個室 52 床) １階に 10 人のユニットが 2 個、2 階に 8 人のユ

ニットが４個。全室、南側ベランダに面し、室内にトイレと洗面所があります。 

要介護度 1 日の単位 10 割負担の場合の 

自己負担料金の目安 

1 割負担の場合の 

自己負担料金の目安 

2 割負担の場合の

自己負担料金の目安 

3 割負担の場合の

自己負担料金の目安 

要介護１ 670 単位 7,155 円 716 円 1,431 円 2,147 円 

要介護２ 740 単位 7,903 円 791 円 1,581 円 2,371 円 

要介護３ 815 単位 8,704 円 871 円    1,741 円 2,612 円 

要介護４ 886 単位 9,462 円 947 円 1,893 円 2,839 円 

要介護５ 955 単位 10,199 円 1,020 円 2,040 円 3,060 円 

 

2.外泊時費用等 

 

（1）外泊時費用（病院等へ入院を要した場合や居宅における外泊を認めた場合１月に 

  ６日を限度として算定） 

   １日   ２４６単位   ２，６２７円     １割負担分  ２６３円 

                           ２割負担分   ５２６円 

                           ３割負担分   ７８９円  

 

（2）外泊時在宅サービス利用費用（居宅における外泊を認め当該入居者が施設により 

提供されるサービスを利用した場合１月に６日を限度として算定） 

   １日   ５６０単位   ５，９８０円    １割負担分   ５９８円 

                          ２割負担分  １,１９６円 

                          ３割負担分  １,７９６円 

 

3.加算料金、減算料金 

 

(1) 初期加算(入居初期の 30 日間および 30 日以上入院し再び入居した場合の 30 日間に



算定。) 

   １日    ３０単位    ３２０円         １割負担分  ３２円 

                              ２割負担分   ６４円 

                             ３割負担分   ９６円 

 

(2)退所時栄養情報連携加算（低栄養等の入居者について管理栄養士が他医療機関等に 

対し栄養管理に対する情報を提供した場合１月に１回を限度として算定） 

  １回   ７０単位   ７４７円         １割負担分  ７５円 

                           ２割負担分  １５０円 

                           ３割負担分  ２２５円 

 

(3)再入所時栄養連携加算(特別職が必要な入居者に対し医療機関から退院する際、栄養

に関する指導又はカンファレンスに同席し医療機関の管理栄養士と連携して二次入居

後の栄養ケア計画を作成した場合入居者１人につき１回を限度として算定。) 

 １回    ２００単位  ２，１３６円       １割負担分     ２１４円 

                        ２割負担分     ４２８円 

                        ３割負担分   ６４１円 

 

(4) 退所前後訪問相談援助加算(入所中 1 回または 2 回、退所後 1 回に限り算定) 

   １回  ４６０単位  ４，９１２円      １割負担分    ４９２円 

                          ２割負担分    ９８３円 

                                                    ３割負担分 １，４７４円 

 

(5) 退所時相談援助加算(入居者及び家族に対し退所後の相援助を行い、かつ市町村及 

  び老人介護支援センターに必要な情報を提供した場合に算定) 

   １回  ４００単位  ４，２７２円      １割負担分     ４２８円 

                          ２割負担分     ８５５円 

                                                    ３割負担分 １，２８２円 

 

(6) 退所前連携加算(居宅介護支援事業所と退所前から連携し情報提供とサービス調整

を行った場合１人につき１回を限度として算定。) 

   １回  ５００単位  ５，３４０円      １割負担分   ５３４円 

                          ２割負担分 １，０６８円 

                          ３割負担分 １，６０２円 

 

(7)退所時情報提供加算（入居者が退所し医療機関に入院する場合において、入居者の 



同意を得た上で医療機関に対し心身の状況等の情報を提供し紹介を行った場合に入 

居者１人に対し１回を限度として算定） 

  １回   ２５０単位  ２，６７０円        １割負担分  ２６７円 

                            ２割負担分 ５３４円  

                            ３割負担分  ８０１円 

(8)協力医療機関連携加算  

（Ⅰ）協力医療機関と連携をしている場合１月につき算定、令和７年３月３１日ま 

では１月１００単位を算定 

 

 月 ５０単位   ５３４円        １割負担分   ５４円 

                           ２割負担分  １０７円  

                           ３割負担分  １６１円 

      月 １００単位 １，０６８円       １割負担分  １０７円 

                           ２割負担分  ２１４円  

                           ３割負担分  ３２１円   

（Ⅱ）Ⅰ以外の協力医療機関と連携している場合 

 月  ５単位    ５３円        １割負担分    ６円 

                           ２割負担分   １１円  

                           ３割負担分   １６円 

 

(9)栄養マネジメント強化加算(常勤の管理栄養士を中心に栄養ケアを行う場合に算定) 

        １日   １１単位    １１７円        １割負担分   １２円 

                              ２割負担分   ２４円 

                             ３割負担分   ３６円 

 

(10)経口移行加算(経管食の方に対し医師の指示を受けた栄養士が計画に基づいて栄養

管理を行った場合に 180 日以内に限り算定。) 

   １日     ２８単位    ２９９円      １割負担分  ３０円 

                            ２割負担分  ６０円 

                           ３割負担分  ９０円 

(11) 経口維持加算Ⅰ・Ⅱ 

（Ⅰ）著しい摂食機能障害を有し、造影撮影または内視鏡検査により誤嚥が認められ 

医師より指示を受けている方を対象に特別な管理をした場合に算定 

    月   ４００単位  ４，２７２円     １割負担分     ４２８円 

                          ２割負担分     ８５５円 

                          ３割負担分 １，２８２円 



（Ⅱ）摂食機能障害があり誤嚥が認められ医師より指示を受けている方を対象に特別 

な管理をした場合で経口維持加算Ⅰを算定している場合に算定 

    月   １００単位  １，０６８円     １割負担分１０７円 

                          ２割負担分２１４円 

                                                    ３割負担分３２１円  

 

(12)口腔衛生管理加算(歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月に２ 

回以上実施、歯科衛生士による介護職員への技術的助言及び指導と当該入居者 

の口腔に関する相談等に対応できる場合に算定。（Ⅱ)はそれに加え厚生労働省に 

情報を提供し、口腔衛生等の管理の実施にあたって必要な情報を活用した場合に 

算定。） 

    （Ⅰ） 月   ９０単位   ９６１円     １割負担分 ９７円 

                            ２割負担分１９３円 

                            ３割負担分２８９円 

    （Ⅱ） 月  １１０単位  １，１７４円    １割負担分１１８円 

                            ２割負担分２３５円 

                            ３割負担分３５３円 

 

(13)療養食加算(医師の指示により疾患治療の手段として発行された食事せんに基づい 

て療養食が適切に提供された場合に 1 日 3 回まで算定。) 

       １回      ６単位     ６４円     １割負担分   ７円 

                            ２割負担分  １３円 

                            ３割負担分  ２０円 

 

(14)特別通院送迎加算（透析が必要な入居者の送迎を月 12 回以上行った場合に算定） 

    月   ５９４単位  ６，３４３円     １割負担分   ６３５円 

                          ２割負担分  １，２６９円 

                          ３割負担分  １，９０３円 

  

(15)配置医師緊急時対応加算（配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場 

合に算定） 

  （Ⅰ） 配置医師の勤務時間（配置医師と施設との間であらかじめ定められた勤 

務時間）外の場合 

１回  ３２５単位  ３，４７１円    １割負担分   ３４８円 

                            ２割負担分   ６９５円 

                           ３割負担分 １，０４２円 



 （Ⅱ） 早朝・夜間の場合 

１回  ６５０単位  ６，９４２円    １割負担分   ６９５円 

                            ２割負担分 １，３８９円 

                           ３割負担分 ２，０８３円 

  （Ⅲ） 深夜の場合 

      １回 １，３００単位 １３，８８４円   １割負担分 １，３８９円 

                            ２割負担分 ２，７７７円 

                           ３割負担分 ４，１６６円 

 

(16) 看取り介護加算Ⅰ・Ⅱ 

（Ⅰ）終末期の方を看取らせていただくケアに算定  

 亡くなられた日 

    １日 １２８０単位  １３，６７０円    １割負担分   １，３６７円 

２割負担分   ２，７３４円 

３割負担分   ４，１０１円 

  亡くなられた日以前２日又は３日 

  １日    ６８０単位   ７，２６２円     １割負担分    ７２７円 

２割負担分 １，４５３ 円 

３割負担分  ２，１７９円 

  亡くなられた日以前４日以上３０日以下  

１日  １４４単位    １，５３７円      １割負担分   １５４円 

２割負担分   ３０８円 

３割負担分   ４６２円 

 亡くなられた日以前３１日以上４５日以下 

１日   ７２単位    ７６８円     １割負担分    ７７円 

２割負担分   １５４円 

３割負担分   ２３１円 

（Ⅱ）医療提供体制を整備し、終末期の方を看取らせていただくケアに算定 

  亡くなられた日 

   １日  １５８０単位 １６，８７４円      １割負担分 １，６８８円    

                          ２割負担分 ３，３７５円                       

３割負担分 ５，０６３円 

                        

   亡くなられた日以前２日又は３日 

  １日   ７８０単位      ８，３３０円    １割負担分     ８３３円 

                                                   ２割負担分 １，６６６円 



３割負担分 ２，４９９円 

                                                     

   亡くなられた日以前４日以上３０日以下 

１日   １４４単位    １，５３７円       １割負担分  １５４円 

２割負担分  ３０８円 

３割負担分  ４６２円 

  亡くなられた日以前３１日以上４５日以下 

   １日  ７２単位  ７６８円          １割負担分   ７７円  

２割負担分  １５４円 

３割負担分  ２３１円 

 

(17)在宅復帰支援機能加算(退所に向けて、家族・居宅介護支援事業所と連絡調整、 

 情報提供した場合に算定) 

   １日   １０単位  １０６円          １割負担分  １１円 

                            ２割負担分  ２２円 

                          ３割負担分  ３２円 

 

(18)在宅・入所相互利用加算（在宅と施設を交互に利用する場合に算定） 

   １日   ４０単位   ４２７円          １割負担分  ４３円 

                            ２割負担分  ８６円 

                            ３割負担分 １２９円                           

   

(19) 認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱ 

 （Ⅰ）一定の対象者と専門研修終了の職員配置 

１日   ３単位     ３２円          １割負担分  ４円 

                              ２割負担分  ７円 

                             ３割負担分 １０円 

（Ⅱ）特別の研修を終了した職員配置と職員研修計画がある場合に算定 

 １日   ４単位     ４２円          １割負担分  ５円 

                                            ２割負担分  ９円 

                             ３割負担分 １３円 

 

(20)認知症チームケア推進加算Ⅰ・Ⅱ（認知症の行動・心理症状を未然に防ぐためある 

いは早期に対応するため平時からの取組みをしている場合に算定） 

 （Ⅰ） 月  １５０単位   １，６０２円     １割負担分 １６１円 

                                    ２割負担分 ３２１円 



                     ３割負担分 ４８１円 

  （Ⅱ） 月  １２０単位  １，２８１円     １割負担分 １２９円 

                                    ２割負担分 ２５７円 

                     ３割負担分 ３８５円 

 

(21)認知症行動・心理症状緊急対応加算（入居後７日に限り算定） 

   １日   ２００単位  ２，１３６円      １割負担分 ２１４円 

                                    ２割負担分 ４２８円 

                     ３割負担分 ６４１円 

 

(22)褥瘡マネジメント加算Ⅰ・Ⅱ 

（Ⅰ）入居者の褥瘡発生を予防するため、３月に１回評価し、結果を厚生労働省に提出 

し褥瘡管理の実施にあたって当該情報等を活用した場合に算定 

 月   ３単位    ３２円           １割負担分    ４円 

                              ２割負担分    ７円 

                             ３割負担分   １０円 

（Ⅱ）Ⅰに加え入居時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入居者等 

について褥瘡の発生がない場合に算定 

 月  １３単位  １３８円           １割負担分    １４円 

                              ２割負担分   ２８円 

                             ３割負担分   ４２円 

 

(23)排泄支援加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

（Ⅰ）排泄に介護を要する入居者に対し、他職種が協働して支援計画を作成し、その計 

画に基づいて支援した場合に算定 

 月   １０単位   １０６円          １割負担分   １１円 

                            ２割負担分   ２２円 

                           ３割負担分   ３２円 

（Ⅱ）上記に加え入居時と比べ排尿排便の一方が改善するとともにいずれも悪化してい 

ないこと、もしくはおむつの使用がなしとなる 

 月   １５単位   １６０円           １割負担分  １６円 

                             ２割負担分   ３２円 

                           ３割負担分   ４８円 

（Ⅲ）上記に加え入居時と比べ排尿排便の一方が改善するとともにいずれも悪化してい 

  ないこと、さらにおむつの使用がなしとなる 

 月   ２０単位   ２１３円          １割負担分  ２２円 



                            ２割負担分   ４３円 

                           ３割負担分   ６４円 

 

(24) 自立支援促進加算（入居者ごとに医師が医学的評価を実施している場合に算定） 

  月  ２８０単位  ２，９０６円        １割負担分      ２９１円 

                          ２割負担分    ５８２円 

                          ３割負担分    ８７２円 

 

(25)科学的介護推進体制加算Ⅰ・Ⅱ 

（Ⅰ）入居者の ADL,栄養状態等の基本的情報を厚生労働省に提出している場合に算定 

 月   ４０単位  ４２７円         １割負担分       ４３円 

                          ２割負担分     ８６円 

                          ３割負担分    １２９円 

（Ⅱ）上記に加え疾病状況や服薬状況を厚生労働省に提出している場合に算定 

 月   ５０単位  ５３４円         １割負担分       ５４円 

                          ２割負担分    １０７円 

                          ３割負担分    １６１円 

 

(26)安全対策体制加算（外部研修を受けた担当者を配置し安全対策部門を設置し安 

全対策が講じられている場合に算定。） 

入居時１回  ２０単位  ２３１円      １割負担分       ２２円 

                          ２割負担分     ４３円 

                          ３割負担分     ６４円 

 

(27)高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ・Ⅱ 

 （Ⅰ）第二種協定指定医療機関と新興感染症発生時の対応を行う体勢を確保している 

   月  １０単位  １０６円       １割負担分       １１円 

                          ２割負担分     ２２円 

                          ３割負担分     ３２円 

 （Ⅱ）診療報酬上の感染対策向上加算の届け出をしている医療機関と新興感染症発生 

時の対応を行う体勢を確保している 

   月   ５単位   ５３円       １割負担分        ６円 

                          ２割負担分     １１円 

                          ３割負担分     １６円 

 

(28)新興感染症等施設療養費（厚生労働省の定める感染症に感染した入居者に対し介護 



サービスを提供した場合、１月に１回連続する５日を限度として算定） 

１日  ２４０単位   ２，５６３円     １割負担分      ２５７円 

                          ２割負担分    ５１３円 

                          ３割負担分    ７６９円 

 

(29)生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ 

 （Ⅰ）Ⅱの要件を満たし成果が確認された事等 

月  １００単位   １，０６８円      １割負担分      １０７円 

                          ２割負担分    ２１４円 

                          ３割負担分    ３２１円 

 （Ⅱ）委員会の開催や見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入している等 

月   １０単位     １０６円      １割負担分       １１円 

                          ２割負担分     ２２円 

                          ３割負担分     ３２円 

 

(30)サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

 （Ⅰ）介護職員のうち介護福祉士の割合が６０％以上 

１回  ２２単位  ２３４円          １割負担分  ２４円 

                                                     ２割負担分  ４７円 

                              ３割負担分  ７１円 

 （Ⅱ）介護職員のうち介護福祉士の割合が５０％以上 

１回  １８単位  １９２円         １割負担分   ２０円 

                                                   ２割負担分   ３９円 

                           ３割負担分   ５８円 

（Ⅲ）常勤職員が７５％以上配置されていること 

１回   ６単位   ６４円          １割負担分   ７円 

                                                     ２割負担分  １３円 

                              ３割負担分  ２０円 

(31)夜勤職員配置減算（夜勤時間帯に夜勤を行う職員数が基準に満たない状態が２日以

上連続して発生、あるいは４日以上発生した場合） 

   翌月の入居者全員について、所定単位数の９７％に減算 

 

(32)定員超過利用減算（入居定員を超えた場合） 

   定員超過が生じた翌月から解消された月まで入居者全員について所定単位数の 

７０％に減算 

 



(33)人員配置基準欠如減算（介護、看護または介護支援専門員の員数が基準に満たない 

場合） 

   配置基準を満たさない状態が生じた翌月から解消された月まで入居者全員につ 
いて所定単位数の７０％に減算（人員欠如の割合が１割以内の場合は、欠如が確 
認された翌々月から減算） 

 

(34)ユニットケア体制未整備減算（ユニットケアにおける体制が未整備である場合） 

   基準を満たさない状態が生じた月の翌々月から解消された月まで入居者全員に 

   ついて所定単位数の７０％に減算 

 

(35) 身体拘束廃止未実施減算(身体拘束の適正化を図るため、指針を整備する等の措置 

を講じない場合に減算。)  

   適正化が図られるまで入居者全員について 1 日 10％減算 

 

(36) 安全管理体制未実施減算（事故の発生または再発を防止するための措置が講じら 

れていない場合に減算。） 

   １日につき５単位を減算    ５３円        １割負担分     ６円 

２割負担分  １１円 

３割負担分  １６円 

 

(37)高齢者虐待防止措置未実施減算（虐待の発生又はその再発を防止するための措置が 

講じられていない） 

 所定単位数の１／１００に相当する単位数を減算 

 

(38)業務継続計画未実施減算（感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務計画が策 

定されていない場合） 

 所定単位数の３／１００に相当する単位数を減算 

 

(39)栄養管理基準減算（栄養士または管理栄養士を配置し入居者の計画的な栄養管理を 

行っていない場合） 

   １日につき１４単位を減算   １４９円         １割負担分  １５円 

２割負担分  ３０円 

３割負担分  ４５円 

 

(40)日常生活継続支援加算（入居者の日常生活自立度判定と介護福祉士の配置員数によ 

り算定）  



    １日   ４６単位    ４９１円       １割負担分  ５０円 

                            ２割負担分  ９９円 

                            ３割負担分 １４８円 

 

(41)看護体制加算Ⅰ・Ⅱ（Ⅰ.一定の常勤看護師配置、Ⅱ.夜間連絡体制に対して算定） 

（Ⅰ）  １日  ４単位   ４２円       １割負担分  ５円 

                                                    ２割負担分  ９円 

                              ３割負担分 １３円 

（Ⅱ）  １日  ８単位   ８５円       １割負担分  ９円 

                             ２割負担分 １７円 

                             ３割負担分 ２６円 

 

(42)夜勤職員配置加算Ⅰ・Ⅱ（入居定員５１人以上で夜勤職員を１名多く配置する等の 

場合算定） 

（Ⅱ） １日 １８単位  １９２円        １割負担分 ２０円  

                             ２割負担分 ３９円 

                             ３割負担分 ５８円 

（Ⅳ） １日 ２１単位  ２２４円        １割負担分 ２３円  

                             ２割負担分 ４５円 

                             ３割負担分 ６８円 

 

(43)生活機能向上連携加算（外部のリハビリテーション専門職等と連携した場合に３月 

に１回を限度に算定） 

（Ⅰ）医療機関の理学療法士等から助言を受け個別機能訓練計画を作成 

月 １００単位 １，０６８円      １割負担分  １０７円 

                                            ２割負担分  ２１４円 

                         ３割負担分  ３２１円 

（Ⅱ）外部の医師等が施設を訪問し身体状況等について施設の職員と共同でアセスメ 

ントを行ったうえで多職種で計画的に機能訓練を実施する） 

 月 ２００単位 ２，１３６円       １割負担分  ２１４円 

                                            ２割負担分  ４２８円 

                         ３割負担分  ６４１円 

 

(44)個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ 

 （Ⅰ）常勤の機能訓練指導員が計画に基づいて訓練を行っている場合に算定 

１日   １２単位  １２８円        １割負担分  １３円 



                            ２割負担分  ２６円 

                            ３割負担分  ３９円 

 （Ⅱ）Ⅰに加え訓練の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合に算定 

月  ２０単位  ２１３円         １割負担分  ２２円 

                            ２割負担分  ４３円 

                            ３割負担分  ６４円 

 （Ⅲ）  月  ２０単位  ２１３円         １割負担分  ２２円 

                            ２割負担分  ４３円 

                            ３割負担分  ６４円 

 

(45)ADL 維持等加算Ⅰ・Ⅱ 

 （Ⅰ）入居者等の総数が 10 人以上であること、ADL 値を測定し厚生労働省に提出し 

ている場合に算定 

 月 ３０単位  ３２０円       １割負担分       ３２円 

                          ２割負担分     ６４円 

                          ３割負担分     ９６円 

（Ⅱ）Ⅰに加え評価対象入居者の調整済み ADL 値利得を平均して得た値が 2 以上で 

ある場合に算定 

 月 ６０単位  ６４０円        １割負担分      ６４円 

                           ２割負担分   １２８円 

                           ３割負担分   １９２円 

 

(46)若年性認知症入所者受入加算（該当する疾病の方を受け入れた場合に算定） 

      １日  １２０単位  １，２８１円     １割負担分 １２９円 

                            ２割負担分 ２５７円 

                            ３割負担分 ３８５円 

 

(47)常勤専従医師配置加算（常勤の医師を配置した場合に算定） 

   １日    ２５単位    ２６７円       １割負担分  ２７円 

                            ２割負担分  ５４円 

                           ３割負担分  ８１円 

 

(48)精神科医療養指導加算（精神科医による療養指導が月２回以上行われている場合算  

  定） 

１日    ５単位   ５３円         １割負担分   ６円 

                        ２割負担分  １１円 



                        ３割負担分   ３７円 

 

(49)障害者生活支援体制加算Ⅰ・Ⅱ（厚生労働大臣の定める視覚障害、聴覚障害または 

  言語機能障害、知的障害、精神障害に適合する障碍者の受け入れに対し算定） 

 （Ⅰ）該当する障害の方を３０％以上受け入れ、障害者生活支援員を１名以上配 

置した場合に算定  

１日  ２６単位  ２７７円         １割負担分  ２８円 

                            ２割負担分  ５６円 

                           ３割負担分   ８４円 

  （Ⅱ）該当する障害の方を５０％以上受け入れ、障害者生活支援員を２名以上配 

置した場合に算定  

 １日  ４１単位  ４３７円         １割負担分  ４４円 

                           ２割負担分  ８８円 

                                                   ３割負担分 １３２円 

 

(50)在宅復帰支援機能加算(退所に向けて家族・居宅介護支援事業所と連絡調整、情報 

提供した場合に算定) 

   １日   １０単位  １０６円          １割負担分  １１円 

                            ２割負担分  ２２円 

                          ３割負担分  ３２円 

 

(51)介護職員処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ（介護職員の賃金の改善等を実施した場 

 合に算定) 

 (Ⅰ)１月につき＋所定単位数×１４０／１０００ 

  (Ⅱ)１月につき＋所定単位数×１３６／１０００ 

  (Ⅲ)１月につき＋所定単位数×１１３／１０００ 

 (Ⅳ)１月につき＋所定単位数× ９０／１０００ 

  (Ⅴ)(1)１月につき＋所定単位数×１２４／１０００ 

   (2) １月につき＋所定単位数×１１７／１０００ 

   (3) １月につき＋所定単位数×１２０／１０００ 

   (4) １月につき＋所定単位数×１１３／１０００ 

   (5) １月につき＋所定単位数×１０１／１０００ 

   (6) １月につき＋所定単位数× ９７／１０００ 

   (7) １月につき＋所定単位数× ９０／１０００ 

   (8) １月につき＋所定単位数× ９７／１０００ 

   (9)１月につき＋所定単位数× ８６／１０００ 



   (10) １月につき＋所定単位数× ７４／１０００ 

   (11) １月につき＋所定単位数× ７４／１０００ 

   (12) １月につき＋所定単位数× ７０／１０００ 

   (13) １月につき＋所定単位数× ６３／１０００ 

   (14) １月につき＋所定単位数× ４７／１０００ 

4.その他の料金(介護保険外料金) 

(1) 居住費・食費の負担額 

所得の要件 預貯金等の資産の要件 1 日の居住費 1 日の食費 

生活保護受給者 
― 880 円 300 円 

世

帯

全

員

が

住

民

税

非

課

税 

老齢福祉年金受給者 

前年の年金収入額＋そ

の他の合計所得金額が

80 万円以下の方 

【単身】650 万円以下 

【夫婦】1,650 万円以下 
880 円 390 円 

前年の年金収入額＋そ

の他合計所得金額が

80万円超120万円以下

の方 

【単身】550 万円以下 

【夫婦】1,550 万円以下 
1,370 円 650 円 

前年の年金収入額＋そ

の他合計所得金額が

120 万円超の方 

【単身】500 万円以下 

【夫婦】1,500 万円以下 
1,370 円 1,360 円 

軽減対象とならない方 ― 2,066 円 1,535 円 

 

＊負担限度額認定を受けている場合には、負担限度額認定証をご提出いただくことで上記の 

 限度額が適用されます。 

〔食費内訳：朝食３８３円、昼食４９２円、おやつ１０７円、夕食５５３円〕 

＊前日の午前 10時までに欠食の申し出があった場合、欠食分の食事代は請求致しません。

それ以後のお申し出の場合は実費をご負担いただきます。 

＊「特別な食事」として、通常の食事にかかる費用と異なる食材を使用し、特別な調理を行う 

食事を、希望者対し別に定める料金で提供します。事前に希望をとらせていただきます。

（例 : 元旦の御節料理、花見弁当、松花堂弁当、等） 

＊入院・外泊の際は、外泊時費用の対象期間に限り居住費が算定されます。 

＊入院中の居室を、空床利用として他者が利用することを好まれない場合、外泊時費用の算定 

できない日数については室料をご負担いただきます。 

室料    １日あたり   ２，０００円(生活保護受給者を除く) 

(2) 金銭・預貯金通帳等の預かり事務代行料  １日あたり    ３０円 

(3) 電気器具使用料              １日あたり    ３０円 



(4) クラブ活動費   材料費等につき実費相当額を負担いただきます。 

(5) その他の日常生活費(個人使用の歯ブラシ、歯磨き剤、義歯洗浄剤、乳液、シェービ

ングローション、石鹸、個人使用のタオル類、等)は各々実費をご負担いただきます。 

＊ご家族等が持ち込まれる場合、または入居者ご本人が準備される場合には日常生活

費としての請求はありません。 

(6) 取次ぎによる外部のクリーニング店を利用してのクリーニング代、理容・美容・マ

ッサージ等の料金は、それぞれの利用代金をお支払いいただきます。 


